沖縄県立看護大学附属図書館土曜日及び平日夜間開館業務委託仕様書
１　総則

　　本仕様書は、沖縄県立看護大学附属図書館（以下「本学」という。）が行う土曜日及び平日夜間開館業務の実施を委託するためのものである。
２　件名

　　沖縄県立看護大学附属図書館土曜日及び平日夜間開館委託業務一式
３　場所

    沖縄県那覇市与儀１－２４－１　沖縄県立看護大学附属図書館棟

４　履行期間

　　令和８年４月１日～令和９年３月３１日

５　入札の参加要件

　  図書館サービス業務について、３年間以上の受託実績があること。その他の参加資
格については別紙「入札説明書」のとおり
６　業務内容

　　以下の図書館業務を実施する。

　(1) 受託業務の総括並びに本学への報告・連絡調整

　(2) 勤務予定表、業務報告書等の提出

　(3) 業務従事者シフト表の作成と提出

　(4) 業務従事者に対する指揮・監督・情報共有を行うこと。

　(5) 業務従事者に対する指導を行うこと。

　(6) 緊急時における本学との連絡調整を行うこと。

  (7) 本学との年２回のミーティングを開催すること。

　(8) 業務に支障を来すことのないよう業務従事者のバックアップ体制を取っておく
　　こと。

７　業務従事者の要件

　(1) 勤務時間内において、業務従事者を常時２名配置すること。

　(2) 業務従事者は司書資格を有し、そのうちの半数が図書館業務について１年以上の実務経験を有する者であること。

  (3) 業務従事者は、Microsoft Word、Excelの操作ができること。

８　業務従事者の業務内容

  (1) 業務従事時間は、次のとおりとする。
（ただし、本学図書館運営規程で定める休館日、または本学図書館長が必要と　　　認めた臨時休館日を除く。）
	
	時　間　帯
	人数

	①土曜日
	10:30～19:30まで（休憩時間60分含む）
	２名

	②平日夜間
	16:15～21:15まで
	１名

	
	17:15～21:15まで
	１名


　(2) 具体的な業務内容は、別紙「委託業務内容一覧」のとおりであり、本学が提示す
る業務マニュアルに沿って実施する。

  (3) 業務従事者は、業務日ごとに別紙「業務報告書」を作成し、原則として翌開館時
までに本学へ提出すること。なお、トラブル等の発生時には、直ちに本学へ通報す
るとともに、詳細な報告書を作成し、本学へ提出すること。

  (4) 業務従事者は、業務遂行中においては、来館者の学習等に十分配慮するとともに、
　　安全確保や事故防止等の安全対策に十分留意すること。

　【参考】
　　沖縄県立看護大学附属図書館運営規程
　　（開館時間及び休館日）
　　第２条　附属図書館の開館時間及び休館日は次のとおりとする
　　（１）開館時間
	　　
月曜日から金曜日
	通常期間
	午前9時から午後９時

	
	春季・夏季・
冬季休業期間
	午前9時から午後５時

	土曜日
	午前１１時から午後７時


　　
　　（２）国民の祝日に関する法律に規定する休日、開学記念日、慰霊の日及び年末年　　　　　　始（12月28日から翌年1月4日まで）は休館日とする
　　（３）蔵書の整理、点検、その他附属図書館長が必要と認めた場合はあらかじめ公示して休館することがある。
　　２．前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、臨時に開館時間を変更
及び休館又は開館することができる。

９　受託者の責務

　　受託業務を円滑に実施するため、受託者は以下の責務を負う。

(1) 労働基準法、その他の労働関係法令を遵守するとともに、本学図書館の諸規定に
則り、受託業務に当たること。

(2) 本学図書館は高等教育と学術研究活動を支える重要な学術情報基盤であり、本学
にとっては必要不可欠な機能を持つ中核施設であるとの認識の下、真摯に業務を遂行すること。

　(3) 受託者は、本学の信用を失墜する行為をしてはならない。

　(4) 受託者は、業務従事者に接遇等の教育指導を行い、業務遂行中は、風紀・業務規
律を維持すること。

　(5) 受託者は、受託業務開始前までに業務従事者の名簿を本学へ提出すること。
提出に当たっては、資格を有している証拠書類、履歴書等関係書類を添付すること。業務従事者に変更のある場合には、原則として変更予定日の１カ月前までに同様な手続を行うものとし、受託者において責任をもって業務の引継ぎを行うこと。

　(6) 受託者は、業務従事者シフト表を月ごとに作成し、当該月の始まる１週間前までに本学に提出すること。

  (7) 受託者は、業務従事者に名札を着用させること。

　(8) 受託者は、業務マニュアルと業務処理に齟齬が生じた場合には、速やかに本学に
報告し、適宜、本学の指示に従うこと。

　(9) 受託者が故意又は過失により本学に損害を与えた場合には、賠償の責を負い、これに要する費用は受託者の負担とする。ただし、天災地変、暴動、その他の不可抗力、本学の構造物、施設又は物品自体の瑕疵、もしくは本学の管理の瑕疵に基づく場合は除く。

 (10) 受託者は、業務を遂行する過程で知り得た個人情報を含む一切の情報の取扱いについては、本学の諸規定並びに個人情報保護法を含む法令を遵守すること。なお業務委託期間及び業務委託期間終了後も、業務上知り得たことについて外部に漏らしてはならない。特に個人情報については堅く秘密を守らなければならない。
 (11) 受託者は、業務を遂行する過程で知り得た個人情報を含む一切の情報が記載された資料及び記憶媒体を、与えられた業務以外の目的のために使用、複製してはならない。また、資料及び記憶媒体を無断で学外に持ち出さないこと。

　

10　業務改善及び契約解除

（1）受託業務内容が十分に実施されていないと本学が判断した場合には、本学は受託者に対し、口頭又は書面により改善要求を行うことができる。正当な理由がなくこれを是正せず、書面による改善命令を受けてから、30日以内に業務状況が改善しない場合は、本学は契約を解除することができる。
（2）受託者は、契約を解除された場合又は契約期間終了後、継続して業務を受託しなくなった場合には、新たな受託者と遅滞なく業務内容を引き継ぐこと。

11　検収

    本学は、業務日ごとに提出される「業務報告書」を精査し、適正であれば、月次ご
とに委託業務に要した額を確定する。

12　その他

　(1) 業務遂行に必要な施設、設備備品、消耗品、光熱水費等は、本学の負担とする。

　(2) 受託者が変更になった場合は、現受託者は新たに受託者となった者へ円滑に業務が引き継がれるよう、新たに受託者となった者に対し現場見学等受託期間内に対応し、調整を十分に行うなど業務の遂行に支障が生じないようにすること。
　(3) 当該契約は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算についての減額または削除があった場合は当該契約を解除する。

(4) 本仕様書に疑義のある場合には本学へ質問し、その指示を受けること。なお契約後の仕様書の解釈は本学によるものとする。ただし場合によっては協議の上決定することもある。
(5) 本仕様書に記載のない事項については、双方協議の上、業務を遂行することができるものとする。
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